
　職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たって
は、全力を挙げてこれに専念しなければならないことが地方公務員法に規定されていま
す。この趣旨を具体的に実現するため、「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」、
「信用失墜行為の禁止」等、服務上の制約が課されています。

　営利企業等に再就職した元職員は、地方公務員法により、離職前の特定の職務に関する
働きかけをすることが禁止されています。
　また、職員の再就職に関する取扱要綱により、退職時に管理職であった再就職者に区へ
の届出を求めているほか、再就職の状況について公表することとしています。

　職員一人一人が、自らのキャリアデザインをベースとして、選択して受講する能力開発
型研修を中心とする研修体系に基づき実施しています。
▶�能力開発研修…プレゼンテーションや折衝力、ＩＴ対応能力等、職員個々の必要性に応
じた能力開発を行うための研修

▶�キャリアデザイン研修…若手・中堅・ベテランそれぞれのキャリアステージの転換期
に、自らの役割を再認識し、次のステージで力を発揮するために必要な能力を身につけ
るための研修

▶�ＡＢＣ（荒川区職員ビジネスカレッジ）…自治体経営に必要な専門知識等を体系的に習
得するとともに、より広範な視野で社会情勢を把握出来る素養を身につける等、区政の
中核を担う人材を育成することを目的とした組織内大学

　※その他、公務員基礎研修、職層研修、次世代リーダー育成プログラム、派遣研修等

　職員自らが設定した目標に向けた取り組み、成果等を評価する評定を実施し、その結果
を昇給・勤勉手当の支給率等に反映させています。

　区の人事行政に関し、公正性・透明性を高めることを目的として、
「荒川区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員
の定数・給与等の状況をお知らせします。
※�特に記載の無い場合は、平成27年度の状況です。平成28年特別区人事委員会勧
告に基づく給与改定前の金額を掲載しています
※特別区人事委員会の業務状況は、荒川区ホームページから閲覧できます

問合せ　職員課　☎内線２２３１

人事行政の運営状況

　地方公務員共済組合法に基づき、共済組合が職員の納付する掛金と地方公共団体の支出
する負担金を財源として給付事業等を行うものです。

❶共済制度

　特別区職員互助組合と荒川区職員互助会が、職員の福祉の向上を図ることを目的に、保
険事業、相談事業、保養事業、給付・補助事業、貸付事業を行っています。

❷厚生制度

　職員が公務上の災害または通勤途上に災害を受けた場合に、その災害によって生じた医
療費や休業等を補償する制度です。
［公務災害］８件　［通勤災害］４件　［計］12件

❸公務災害補償制度

　職員の安全と健康を確保するために、法律等に基づき、さまざまな健康診断を行っています。
❹健康診断

　研修を受ける場合、職員の厚生計画に関する計画の実施に参加する場合等で、任命権者
の承認を得たときは、条例により職務に専念する義務が免除されます。

❹職務専念義務の免除制度

　職員が病気等の一定の事由により、その職務を十分に果たせない場合等に、免職・降
任・休職・降給の分限処分を行います。また、職員に法令違反等の一定の義務違反があっ
た場合に、免職・停職・減給・戒告の懲戒処分を行います。平成27年度の分限処分者は
27人、懲戒処分者は０人でした。

❺職員の分限・懲戒処分

［育児休業取得者数］37人　［部分休業取得者数］24人
［配偶者同行休業取得者数］２人

❸育児休業・部分休業・配偶者同行休業の取得状況 職員の給与

▶人件費の状況…人件費とは、一般職員に支給される給与、区長や区議会議員等の特別職
に支給される給与・報酬、社会保険料の事業主負担分である共済費等の合計です。

❶人件費の状況等

人口
（平成28年４月１日現在） 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費比率

（Ｂ／Ａ）
21万1808人 901億3979万5000円 46億5057万2000円 156億704万2000円 17.3%

※数値は平成27年度普通会計決算のもの。人口は、区の住民基本台帳人口の合計

　※�ラスパイレス指数とは、「地方公務員給与実態調査」および「国家公務員給与実態調査」を基
に、荒川区の職員構成が国の職員構成と同じと仮定して、学歴別、経験年数別に平均給料月額
を比較し、国家公務員の給与を100とした場合の荒川区職員の給与水準を指数で示したもの

▶ラスパイレス指数の状況
　荒川区のラスパイレス指数は、平成27年４月１日現在97.8（平成22年は100.3）です。

▶職員給与費の状況
職員数
（Ａ）

給　与　費 １人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

1529人 54億5773万9000円 19億8622万0000円 24億2917万6000円 98億7313万5000円 645万7250円
※数値は平成27年度普通会計決算のもの。職員手当は、退職手当を除く。ＡＣＣ等の財団等への派遣職員を

含む ▶�時間外勤務手当…正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給されます
　※�平成27年度決算の１人当たり平均支給年額は25万6325円、総額は３億7654万2000

円です
▶�特殊勤務手当…著しく危険、不快、不健康または困難な勤務、その他著しく特殊
な勤務に従事した場合に支給される手当です。特殊勤務手当の種類には、特定危
険現場手当、保健福祉業務手当、清掃業務従事職員特殊勤務手当があります

　※平成27年度決算の総額は1674万8000円です
▶�その他…休日給等
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▶給与決定のしくみ
　一般職員の給与は、特別区人事委員会が民間企業の給与実態調査等から「職員の給与に
関する報告及び勧告」を行い、これに基づき区長が条例の改正案を区議会に提出し、審
議・議決を経て決定されます。
　区長、区議会議員等の特別職の給料・報酬の額は、荒川区特別職報酬等審議会の答申に
基づき、区長が条例の改正案を区議会に提出し、審議・議決を経て決定されます。

❸給与の概要（平成28年特別区人事委員会勧告前のもの）

▶給与の種類（平成28年４月１日現在）
　一般職員の給与は基本給である給料と手当で構成されています。

▶�給料…基本給となるものです。職種や職責の程度により、給料表と級が定められ
ています

▶�地域手当…民間における賃金、物価及び生計費が高い地域に勤務する職員に支給
される手当であり、給料、扶養手当及び管理職手当の合計額の20％が支給されて
います。国は支給地域に応じ、0～20％が支給されます

　※平成27年度決算の１人当たり平均支給月額は５万6675円、総額は11億5549万3000円です
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▶�扶養手当…扶養親族を有する職員に支給されます� � �
　※平成27年度決算の１人当たり平均支給年額は17万6103円、総額は9615万2000円です

▶�住居手当…月額２万7000円以上の家賃を支払って住居を借り受けている世帯主
等である職員に支給されます。（支給額は8300円。各年度において満27歳まで
の者は１万8700円、満28～満32歳の者は9300円をそれぞれ加算）

　※平成27年度決算の１人当たり平均支給年額は8万2307円、総額は7498万2000円です
▶�通勤手当…通勤のために交通機関または交通用具を利用する職員に支給されます
（１か月当たり支給限度額は５万5000円）

　※平成27年度決算の１人当たり平均支給年額は12万8402円、総額は１億7437万円です
▶その他…初任給調整手当、管理職手当等
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扶養親族の範囲 配偶者 配偶者以外の扶養
親族２人まで

その他の
扶養親族

16～22歳の子が
居る場合の加算

支給額 1万3700円 各6000円 各6000円 各4000円

❺行政委員会の委員等および非常勤の監査委員等の報酬の状況� 平成28年４月１日現在
区　分 報酬の額（月額）

教育委員会
委員長 28万6000円

委員長職務代理者 25万2000円
委員 24万0000円

選挙管理委員会
委員長 28万6000円

委員長職務代理者 25万2000円
委員 24万0000円

監査委員 議員選出委員 14万8000円
有識見者選出委員 28万6000円

❹特別職の給料・報酬等の状況� 平成28年４月１日現在
区　分 月　額
区　長

給料
114万7000円

副区長   92万0000円
教育長  78万7000円
議　長

報酬
  92万0000円

副議長   78万7000円
議　員   60万4000円

支給時期・支給月数

期末手当

６月期 1.775月分
12月期 1.825月分
３月期 0.250月分
計 3.850月分
６月期 1.775月分
12月期 1.825月分
３月期 0.250月分
計 3.850月分

区　分 算定方式
区　長

退職手当
給料月額×在職年数×500/100

副区長 給料月額×在職年数×400/100
教育長 給料月額×在職年数×300/100
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▶�期末・勤勉手当…民間のボーナスに相当するもので、年間３回（６・12・3月
期）に分けて支給されます

▶�退職手当…職員が退職した場合に支給されます
区分 普通退職 定年退職

最高限度支給月数 41.25月分 49.55月分
１人当たり平均支給額 102万6790円 2164万684円

※１人当たり平均支給額は、平成27年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です

期末手当 勤勉手当 合計 １人当たり平均支給額
2.60月分（1.45） 1.70月分（0.80） 4.30月分（2.25） 146万3879円

※（　）内は再任用職員に係る支給割合です

▶一般行政職の初任給の状況� 平成28年４月１日現在
区　　分 荒川区 国

Ⅰ類（大卒程度） 18万1200円 18万1200円
Ⅲ類（高卒程度） 14万4600円 14万4600円

▶職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況� 平成28年４月１日現在
区  分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職 大学卒 26万6913円 32万  261円 37万    38円
高校卒 20万7468円（10年～11年）26万6717円（15年～16年） 30万9471円

技能労務職 高校卒 　　　 28万4700円（15年～19年） 27万2700円
※経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数。（　）内の年数は、

対象者が少ないため、近似の経験年数の者も含めて算出したことを表したもの

▶勤務成績の昇給への反映状況� 平成28年４月１日現在
区　分 職員数（Ａ） 勤務成績の区分が「特に良好」・「極めて良好」に決定された職員数（Ｂ）比率（Ｂ／Ａ）
全職種 1607人 432人 26.9%

❷職員の平均給与月額、初任給等の状況
▶職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の状況

※平均給与月額は、平均給料月額に諸手当（期末・勤勉手当、退職手当を除く）の平均月額を加えたもの

■一般行政職 平成28年４月１日現在
区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
荒川区 40.2歳 30万  661円 41万8900円
東京都 41.6歳 31万6682円 45万2041円

■技能労務職 平成28年４月１日現在
区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
荒川区 50.7歳 30万1751円 40万6406円
東京都 48.8歳 29万2729円 39万5396円

　区では、東日本大震災における被災地の復旧・復興支援のため、平成27年度末までに
延べ190人の職員を派遣しています。平成27年度は釜石市（岩手県）に２人を派遣し、
１年間にわたって道路の復旧業務等に従事しました。

被災地への職員派遣について

　平成27年８月１日～平成28年７月31日(合算期間内)の１年間で医療保険と介護保険の自己
負担額が高額になる方に、限度額（右表）を超えた額を支給します。
※合算対象の医療費は、保険対象外の治療、サービスを除きます
※�70歳未満の方は、１つの医療機関で同月内に2万1000円以上の負担額を支払った場合、合算の対象になります

医療費が高額の方は｢高額医療・高額介護合算療養費」の申請を

▶�荒川区国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の医療保険の方
　荒川区の介護保険サービスの利用実績がある場合は、介護
保険課で発行する ｢介護保険自己負担額証明書｣ を添付し
て、平成28年７月31日現在加入している医療保険者へ申請
してください。

平成29年1月23日㈪申請開始日
　平成28年７月31日現在、荒川区の国民健康保険に加入し合算期間に継続し
て荒川区の国民健康保険の資格があり、高額医療・高額介護合算療養費の支給が
見込まれる世帯には、申請書を平成29年１月20日頃に世帯主に送付します。

申請書の送付

　合算期間内に医療保険の資格に変更があった方
※�平成28年７月31日現在加入している医療保険者にお問い合わせください

申請書を送付
できない世帯

▶�後期高齢者医療制度の被保険者
で支給見込みのある方

　平成29年２月下旬までに東京都
後期高齢者医療広域連合から申請
書と案内が送付される予定です。

�▶国民健康保険について…国保年金課（区役所１階）　☎内線２３８１　▶後期高齢者医療制度について…国保年金課（区役所１階）　☎内線２３９１
▶介護保険について…介護保険課（区役所２階）　☎内線２４３２申請・問合せ

　加入していた医療保険または介護保険（荒川
区外からの転入者）からの「自己負担額証明書」
を添付し、国保年金課で申請してください。

合算期間内に荒川区の国民健康保険の資格を取得した方
　国保年金課で発行する「自己負担額証明書」
を添付し、平成28年７月31日現在加入して
いる他の医療保険者に申請してください。

合算期間内に資格を喪失した方

職員の勤務時間、分限・懲戒処分

［平均取得日数］13.5日
※「勤務条件等に関する調査」から（対象期間は平成27年４月１日～平成28年３月31日）

❷一般職員の年次有給休暇の取得状況

❶職員の勤務時間等
区　分 １週間の正規の勤務時間 勤務時間 週休日
本庁 38時間45分 午前８時30分～午後５時15分 土・日曜日

交代制勤務（例・図書館）４週を通じ、１週間につき
平均38時間45分 午前８時30分～午後７時45分 ４週間を通じて８日

※職務の性質・施設の開館日・開館時間帯等により時間差勤務・交代制勤務を行っている職場がある

職員数

　区では、昭和58年度以降、行財政改革に積極的に取り組み、職員定数の適正化を図っ
ています。今後も引き続き、執行体制の見直しの可能性や事業のあり方を検討する等、適
正な定員管理に努めていきます。

❷定員の適正化

❶部門別職員数の状況と主な増減理由� （単位：人）各年４月１日現在
職　員　数 対前年増減数 主な増減理由平成27年 平成28年

一般
行政部門

議　　会 11 11 0 　　　
総　　務 317 333 16 複合施設開設準備対応、全国連携プロジ

ェクト推進、育休代替職員の増等
税　　務 53 55 2 育休代替職員の増
民　　生 497 506 9 待機児童対策の推進等
衛　　生 227 231 4 事務移管に伴う増等
労　　働 3 3 0 　　　
商　　工 31 31 0 　　　
土　　木 154 155 1 育休代替職員の増等
小　　計 1293（124） 1325（99） 32（△25） 　　　

特別
行政部門 教　　育 202（14） 204（12） 2（△2）育休代替職員の増等
公営企業等
会計部門

国民健康
保険事業等 76（4） 78（4） 2（0）育休代替職員の増等

合　　計 1571（142） 1607（115） 36（△27） 　　　
※区長等の特別職および臨時・非常勤職員を除く。育児休業代替任期付職員、荒川区芸術文化振興財団等へ

の派遣職員を含む。（　）は、再任用短時間勤務職員で外数

職員の任免

［身体障がい者数］43人　［実雇用率］2.52%
※�障害者の雇用の促進等に関する法律第40条に基づく
厚生労働大臣への「障害者任免状況通報書」から
※法定雇用率は2.30％

❸身体障がい者の雇用状況�平成27年６月１日現在❶職員の新規採用状況� （単位：人）

区　分 行政系 技術系 医療系 幼稚園
教育職員 合　計

採用者数 62 12 3 2 79

❷昇任選考の状況� （単位：人）
区　分 管理職 総括係長 係　長 主任主事 技能主任
有資格者 354 46 286 294 55
合格者 4 5 31 50 3

❹職員の事由別退職者数� （単位：人）
定年退職 勧奨退職 その他 計

38 4 48 90

職員の福祉および利益の保護

職員の人事評価

職員の研修

職員の退職管理

職員の服務

▶防災課　☎内線４９２　▶荒川消防署　☎（３８０６）０１１９　▶尾久消防署　☎（３８００）０１１９問合せ

　冬は空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節
です。各家庭で火災予防を心がけましょう。火災 にご用心 火

の
用
心

　ストーブに寝具が触れたり、ストーブ
の近くで洗濯物を乾燥させたりして、ス
トーブに可燃物が接することで火災が発
生しています。
　ストーブの周りには、衣類・寝具類・
紙等の可燃物を置かないようにしましょ
う。

ストーブの周りには物を置かない

たばこに注意
　死者が発生した住宅火災の中でいちば
ん多い出火原因は「たばこ」です。
　火源の落下・寝たばこ・火種の残った
たばこをごみ箱に入れる不始末等は絶対
にやめましょう。

調理中は火のそばから
離れない

　油を使った調理中にこんろから離れて起
こる火災や、IHクッキングヒーターの不
適切な使用（専用鍋以外を使用する等）に
よる火災等が発生しています。
　調理中に火のそばを離れる場合は、必ず
火を消しましょう。

　着衣着火とは、着ている服に火がつい
て起こる火災で、件数・死傷者数が急増
しています。
　袖口が大きく開いた服の着用は避け
る、防炎製品のエプロンやアームカバー
をする等、未然に防ぎましょう。

着衣着火に注意

※�70歳未満の国民健康保険の自己負担額は、医療機関
別、医科・歯科別、入院・通院別に２万1000円以上
ある場合に対象となります

※�同じ世帯に70歳未満の方と70歳～74歳の方がいる場
合は、まず70歳～74歳の方を計算し、まだ残る負担
額を70歳未満の方の負担額と合算します

適用区分（世帯単位） 自己負担限度額
現役並み所得者　※住民税課税所得が145
万円以上の被保険者（がいる世帯） 67万円
一般（現役並み所得者・住民税非課税世帯
を除く） 56万円

住民税非課税世帯

Ⅱ　※世帯全員が区民
税非課税の世帯 31万円
Ⅰ　※世帯全員が区民
税非課税かつ世帯全員
の所得が０円の世帯

19万円

▶70歳以上の方

適用区分（世帯単位） 自己負担限度額
旧ただし書き所得901万円超 212万円
旧ただし書き所得600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書き所得210万円超600万円以下 ��67万円
旧ただし書き所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

▶70歳未満の方
�高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額
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